
花緑検討小委員会設置要綱 
 
（設置） 
第１条 ひょうご花緑創造プランの中間評価・見直し及び県民まちなみ緑化事業の評 
価・検証を行うため、まちづくり審議会規則（平成 11 年兵庫県規則第 76 号。以下 
「規則」という。）第７条第１項の規定に基づくまちづくり審議会の部会として、 
花緑検討小委員会（以下「小委員会」という。）を置く。 

 
（所掌事項） 
第２条 小委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 
 (1) ひょうご花緑創造プランの中間評価・見直しに関すること。 
 (2) 県民まちなみ緑化事業の評価・検証に関すること。 
(3) 前各号に掲げるもののほか、花緑施策の推進に関する重要事項に関すること。 

 
（委員長） 
第３条 小委員会における規則第７条第３項の部会長は、委員長とする。 
２ 委員長は、小委員会において調査審議した結果を審議会に報告するものとする。 
３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名 
する委員又は専門委員が、その職務を代理する。 

 
（会議の招集等） 
第４条 会議の招集等については、まちづくり審議会運営規程第２条から第６条まで

の規定を準用する。 
 
（補則） 
第５条 この要綱に定めるもののほか、小委員会の運営に関して必要な事項は、委員 
長が定める。 

 
 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成 31 年３月 26 日から施行する。 
（この要綱の失効） 
２ この要綱は、平成 33 年３月 31 日限り、その効力を失う。 
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